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〔取締役及び執行役の報酬制度〕 

当社グループの中長期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営者人材にとって魅力的な報酬制度と

するとともに、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる報酬ガバ

ナンスを構築することを目的とし、以下のとおり取締役及び執行役（以下「役員」という。）の報酬の

決定方針及び報酬体系を定めております。 

 

１．役員報酬の決定方針 

（１）当社グループと類似の業態・規模の企業と比べ、競争力のある報酬水準となる制度とする。 

（２）各役員が担う役割・責務に対する成果や中長期的な企業価値の向上に対する貢献を公平・公正に

評価し、これを報酬に反映する。 

（３）執行役の報酬については、当社グループの中長期的な企業価値の向上を図る健全なインセンティ

ブとして機能させるため、基本報酬、事業年度毎の業績等の評価に基づく年次賞与、中長期的な

業績や企業価値に連動する中長期インセンティブである株式報酬により構成するものとし、報酬

構成割合は役位に応じて適切に設定する。取締役（取締役と執行役を兼任する者を除く）の報酬

については、執行役の職務執行の監督を担うという機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみ

を原則とする。但し、取締役会議長及び各委員会の委員長を務める取締役に対しては、その職責

に鑑み、基本報酬に加えて手当を支給する。また、監査委員長等特有の監査活動を担う取締役に

対しては、その負荷に見合った手当として監査活動等手当を支給する。 

（４）年次賞与は、事業年度毎の業績を重視しつつ、ＴＳＲ（株主総利回り）（※）の相対的な評価結果

及び中長期的な経営戦略の執行役毎の遂行状況等を適切に評価し、これを報酬に反映する。 

（５）中長期インセンティブは、中長期的な企業価値の向上を図るため、株主との利益意識の共有を実

現する株式報酬とする。 

（６）報酬の決定方針及び個人別の支給額については、過半数を独立社外取締役によって構成する報酬

委員会で審議し決定する。 

（７）株主をはじめとしたステークホルダーが業績等と報酬との関連性をモニタリングできるよう必要

な情報を積極的に開示する。 

 

２．役員報酬体系 

（１）取締役（取締役と執行役を兼任する者を除く） 

    取締役の報酬体系は、金銭による基本報酬のみを原則とする。但し、取締役会議長及び各委員会

の委員長を務める取締役等に対しては、その職責に鑑み、基本報酬に加えて手当を支給する。金

額については、外部専門家の調査に基づく他社報酬水準を参考に、個別に勘案し決定する。 

（２）執行役 

    執行役の報酬体系は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である年次賞与及び株式報酬で構

成する。また、報酬構成割合は、執行役社長において、「基本報酬：年次賞与：株式報酬＝1.0：

0.6：0.4」（※年次賞与については支給率100％の場合）を目安とし、その他の執行役は、業績連

動報酬の基本報酬に対する比率を執行役社長より低めに設定する。 

              「当年３月の各日終値平均株価」 ＋ 「当事業年度の１株あたり配当額累計」 
※ＴＳＲ  =    
               「前年３月の各日終値平均株価」 



 
 

    また、その報酬水準については、外部専門家の調査に基づく同輩企業（報酬委員会が定める同規

模企業群）の報酬水準を参考に決定する。 

 

 

   ＜基本報酬＞ 

基本報酬は、固定報酬として役位に応じ金銭で支払う。 

  

   ＜年次賞与（短期インセンティブ報酬）＞ 

    年次賞与は、単年度の連結営業利益、ＴＳＲの相対比較、執行役毎に設定する非財務目標の遂行

状況によって決定する。 

    具体的な評価項目は以下のとおりとする。 

【評価項目】 

① 本業の収益力を測る連結営業利益（事業系執行役は担当事業営業利益）による評価 

 なお、連結営業利益評価（評価係数）には、マーケットの成長以上の成長を意識付けるため、

連結営業利益成長率の他社比較による調整係数をかけ合わせる（国内非鉄６社及び国内同規

模製造業を中心とした比較対象企業を選定し相対比較） 

② ＴＳＲの相対比較（国内非鉄６社及び国内同規模製造業を中心とした比較対象企業を選定

し相対比較）による評価（以下、「相対ＴＳＲ評価」という。） 

③短期的な業績には表れにくい、中長期的な企業価値の向上に向けた取り組み、及びサステナ

ビリティ基本方針（※）に沿った取り組み等について、執行役毎に期初に設定した目標に対

する遂行状況等を評価する非財務評価 

 （※）サステナビリティ基本方針の項目 

１．安全と健康最優先の労働環境整備 

２．人権尊重 

３．ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョンの推進 

４．ステークホルダーとの共存共栄 

５．ガバナンス強化とコンプライアンス・リスクマネジメントの徹底 

６．公正・適正な取引と責任ある調達 

７．安心・安全・高付加価値な製品の安定的提供 

８．地球環境保全への積極的取り組み 

 

【算定式】 

目標を達成した場合に支給する額（年次賞与基本額）を100％とし、個人別に、以下の算定式に

より算出する。 

 

年次賞与 ＝ 役位別の年次賞与基本額 × 業績評価支給率（※） 

 

（※）業績評価支給率は、業績の達成度に応じ０％～約200％の範囲で変動 

 

    【評価ウェイト】 

     役位に応じた年次賞与基本額を、連結営業利益評価（事業系執行役は担当事業営業利益評価）

を 60％(連結営業利益成長率の他社比較により調整）、相対ＴＳＲ評価を 20％、非財務評価を



 
 

20％の割合で評価し、年次賞与額を決定する。  

       

【年次賞与における連結営業利益の目標】 

年次賞与における連結営業利益の目標については、原則、中期経営戦略における当期の連結営

業利益計画値を適用する（担当事業営業利益については、当該担当事業に係る連結営業利益計

画値を用いる）こととしている。 

 

   ＜株式報酬（中長期インセンティブ報酬）（※）＞ 

    株式報酬は、株主との利益意識の共有を実現し、当社グループの中長期的な企業価値向上のイン

センティブとして機能させることを目的として、信託の仕組みを利用した制度とし、執行役の退

任時に役位に応じた当社普通株式及び当社普通株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社株式

等」という。）を交付及び給付（以下、「交付等」という。）する。交付する株式については、業績

条件・株価条件を設けない。 

なお、国内非居住者については、法令その他の事情により、これとは異なる取扱いを設けること

がある。 

 

（※）役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採用し、執行役に当社株式

等の交付等を行います。信託期間中、各事業年度の執行役の役位に応じて付与するポイン

トを累積し、執行役の退任後、当該累積ポイント数の70％に相当する当社普通株式（単元未

満株式については切捨て）及び残りの累積ポイント数に相当する当社普通株式の換価処分

金相当額の金銭を役員報酬として交付等するインセンティブプランです。１ポイント＝当

社普通株式１株とし、信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分

割比率・併合比率等に応じて、１ポイントあたりの当社株式数を調整します。なお、当事業

年度を含む３事業年度（2023年度から2025年度まで）において執行役に対して付与するポ

イント数の上限は、合計で14万ポイントです。 

 

   ＜報酬の返還請求等（マルス・クローバック制度）＞ 

    執行役に法令や善管注意義務への違反等が発生した場合、報酬委員会の決議を経て、年次賞与に

ついては受給権の剥奪または支給後の返還請求を、株式報酬については当社株式等の交付等を受

ける権利の剥奪または累積ポイント数相当額の金銭の返還請求をすることができる。 

 

以 上 


